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挨拶と会話で心を繋ぎ明るく楽しい町づくり！

毎月第２日曜日は「ちょっと一掃き」の日です

第1号議案：2022年度事業報告の件
第2号議案：2022年度収支決算報告の件
第3号議案：2022年度監査報告の件
第4号議案：2023年度役員選任(案)の件
第5号議案：2023年度事業計画(案)の件
第6号議案：2023年度収支予算(案)の件

　本年度の新規事項は、①成人祝賀対象年齢を18歳に変更(本年度は

経過措置として20、19、18歳の会員対象)②デジタル社会への対応

支援への取り組み(パソコン教室で利用方法の伝授や申請代行等)

となっています。

各議案は挙手による多数決でほぼ満場一致でした。

4年ぶりの町内会館での総会開催、滞りなく進めることができました。

会員の皆様のご協力を心から感謝申し上げます。

対策によってできなかった町内活動の実現を目指す、としています。

　粟田町内会の第53回(2023年度)通常総会は、ご案内の通り

5月14日（日）10時より、粟田町内会館で開催されました。

2019年第49回(2019年度)以降、4年ぶりに対面で総会を行うことがで

きました。議案表決の結果は、2023年4月1日現在の会員数が3,197名

(過半数1,599名)、書面表決2.886、当日出席者70名と

会長へ委任状０件の為、表決率92.4％であったので

総会成立の要件を満たしました。

以下、第1～6号議案は会員の過半数の賛成をもって可決しました。

　2023年度町内会運営基本方針として、安心・安全な町の維持や、

少子高齢化、就労年齢の延長化などの町内の状況の変化を考慮して、

運営方法の改善を図っていく。また、3年間にわたるコロナ感染防止

☆ 第53回通常総会が開催されました ☆

第601号

携帯・スマホ

ホームページ 　粟田町内会 　で検索

会員世帯数 1314 世帯　会員数 3200 名 (5月１日現在)

ご 案 内 と お 知 ら せ

資源回収は

６月1日(木)
第 １ 木曜日

新型コロナ、『５類』移行

◎変更ポイント◎
・外出等の制限がなくなる

感染者への外出制限、隔離などの制限がなくなる

※他人に感染させるリスクが高いため、発症後５日間か

つ軽快後２４時間経過するまでは、外出自粛を推奨
・患者登録、健康観察等がなくなる

感染者すべてを把握しなくなる

陽性者登録窓口の廃止、食料配布は無し

・治療費に自己負担が生じる

外来医療費で診療や解熱剤などは自己負担になる

コロナ治療薬のうち一部抗ウイルス薬は９月末まで無料

入院医療費で９月末まで高額医療費の自己負担分から最大

２万円を減額

検査費用は自己負担

・相談窓口の名称及び時間が変わる

コロナ受診・療養相談センター（令和5年5月8日から）

☎０４６－８２２－４３０８

受付時間：午前８時～午後１０時（土日、祝日も同じ）

令和５年５月８日(月)から、新型コロナウイルス感染症法上の

位置づけが『５類』に移行しました。

〈新型インフルエンザ等感染症（２類相当）と５類感染症の主な違い〉

議案について主な質疑と回答

質疑

回答

支出の内訳9項積立金について

4項営繕積立決算額161円の理由、5項会館等修繕積

立予算10万円に対して決算額300万円の理由は？

161円は三菱UFJ銀行の利子である。

300万円については、コロナで行事等をやらなかった分の

余剰金を積立金として、ゆうちょ銀行へ新規預金した。

質疑 横須賀市からの公園清掃受託業務について

9公園が7公園になるが、2丁目第５公園は現在きれいに

清掃されている。個人の有志に声掛け手配できないか。

2丁目第4公園返納の際、引き継ぎ手がいなかった。

2丁目第5公園についても引き継ぎ手がなく、返納したの

が現状である。今後声がかかれば、検討していく。

回答

質疑 ゴミ集積所について

現在のごみカゴは重く、取扱いに苦労しているが、ハイラ

ンドで使用しているアルミタイプにできないか。

アルミのカゴは、2～3万円のコストがかかる。町内

には120～130ヶ所あり、200～300万円必要となる。

予算上厳しいが、要望として受け入れます。

回答

野比海岸清掃への参加依頼

１）日時 ６月１１日（日）（雨天中止）

午前８時３０分より作業開始

１０時までには終了の予定

中止の場合は、粟田、焼木坂バス停（野比方面）に提示します

２）集合場所 野比海岸の北下浦海岸通り第2駐車場下右側の東屋

焼木坂バス停‣‣‣７時５０分 または７時５９分発に乗車

粟田バス停‣‣‣７時５２分 または ８時０１分発に乗車

３）手袋を持参してください（他作業用具は町内会で準備します）

４）参加者には交通費５００円とペットボトルの飲み物をお渡しします。



中央公園にて実施します

皆さまの多数の参加を

お待ちしております！

◆総務部 ◆会長

1 1 入退会・訃報報告

2 町内会館、飲食OKになりました。

窓を開けて、しっかり換気をして利用してください。

2 3 会館内の壁、ドア等に接着テープなどでの貼付けしないように。

3 4 選挙の投票率、市内でもいいほうです。

5

4 6 輪番制のゴミボックスを変更する場合は市より補助金が支給

◆管理部 される。設置費用の3/4を支給。上限25,000円

1 5月1日時点での町内会世帯数　1,314世帯　会員数　3,200人 ◆民生委員

2 1 市より一人暮らしの方の要援護者名簿の登録依頼あり。

2 一人暮らしの方で希望者に無料入浴券が配付されます。

◆厚生部 3 迷惑防止機能付き等の電話機の補助金があります。

1 4 悪質商法、消費者問題等に関して専門家の派遣制度あり。

2 ◆助け合い粟田

3 困ったこと、福祉関係の相談事等あったら気軽に連絡ください。

6月5日月曜日、新規場所での回収開始 ◆審議事項

◆防犯交通部 1 粟田こども見守り活動について

1 町内会役員の防犯帽子が配付される 15名による有志による活動であり、資金不足等の理由から、

「粟田こども交通安全の会」を町内会関係団体に加入申請。

1 →　全員一致で賛成

2 2 4年ぶりの粟田まつり日程等、実行委員会の設立について

◆福祉連絡担当 (1)開催　　7月28日(金)、29(土)の2日間とすること

お年寄りが多くなりご近所同士の助け合いが必要です。 (2)開催に向けて実行委員会を立ち上げること

以上2件について可決されました。

◆婦人部 今後、実行委員会において、櫓設置手順、こども太鼓、

1 5月20日第1回定例会を開催した。 納涼踊り、フラダンス、こどもダンスの出演、模擬店出店、

2 御輿の巡行の見直し等、具体的に詳細を決めてまいります。

3 6月11日の野比海岸清掃に参加する

　

皆様の趣味、特技等掲載致します！

詳細は７月号より掲載していきます。

町内会費徴収時に会員実態調査を実施しますのでご協力をお願
いします。

　　第2回定例役員会　　報告　　　　　　　　５月21日（日）開催　構成員33名　監事2名　関連出席者3名　合計38名

第53回通常総会の結果報告

5月14日に総会議案の採決が行われ、議案第1号から第6号が

成立条件を満たし可決、成立した。

ゴミの分別方法が10月1日より変更。分別パンフレットを8月頃に配布。

2023年度役員名簿、新理事・班長名簿、年間行事予定表を配付。

理事・班長連絡会を5月21日午後に1～9区、10～19区の

粟田だより7月号以降の記事集めの投稿依頼をした。

2回に分けて開催。

●６月２４日（土）　９時～●

野比海岸清掃について、詳細は回覧板、粟田だよりにて告知。

ゴミ集積所の設置位置を6月4日までに変更移動する。

5月の資源回収の結果、回収重量6,415kg，奨励金25,650円

◆防災部

第1回防災定例役員会を5月27日に開催

春の防災訓練を6月24日(土)に行います。詳細は後日連絡いたします。

6月3日に県道沿い歩道の清掃を実施予定。予備日6月9日

何かあれば小林特命理事まで。

《みんなの広場》 投 稿編集員よりご挨拶

新年度を迎えて 会長よりご挨拶

粟田だよりは本号より新総務部5名が編集・発行すること

になりました。本年度も、昨年に引き続き充実した内容で

皆様に興味と楽しみをもって頂けるような【粟田だより】に

していきたいと思っております。皆様のご協力を、よろしく

お願いいたします。

総務部 編集員一同

コロナの感染症5類移行に伴い4年ぶりに町内会館で開催できた粟田町

内会総会を経て、新鋭の理事の参加と経験豊かな三役・特命理事の連携

により新年度が発足しました。本年度はここ3年間のイベントの中止な

どで実現できなかった地域住民のコミュニケーションを取り戻し、本来

の町内会活動の基本である地域・世代間の交流の場の実現を目指したい

と思います。

本年度の新規事業として、①成人年齢の18歳化に伴い成人意識の高揚

を図るため町内会での祝賀対象を18歳とし、本年度はその経過措置とし

て20，19，18歳を対象とします。②デジタル社会を迎え、スマホやパソ

コンからの申し込みの支援ができるように取り組みます。

今年度は本来新会長の役員体制でスタートする年でしたが、後任不足

で世代交代が進んでいません。現役を終えた世代が町内会活動を次の仲

間づくりの場所として活用し、「住んでよかった粟田の町」の継続発展

に貢献していただけることを期待しています。

輪番制ゴミ集積所の移設について
2023年6月も、市と協議の上、下記日程で移設を行います。

移設後の第一月曜日の回収から始めることになります。

現在のごみ集積所

最終日

６／２（金）まで

かご・ネット

移動作業

回収完了後～

４日正午まで

新規場所での

回収開始日

６／５（月）～

※６月１日には、ゴミ集積所は移動していません。

（午後、厚生部が移設確認）

ネットやカゴの移動には

怪我のないようにご注意ください。

ご協力をよろしくお願いします

自転車のヘルメット着用義務化

令和５年４月１日から、道路交通法の改正施行により、

自転車利用者へのヘルメット着用が努力義務化されました。

１３歳以下の子どもを同乗させる

子どもの保護者は、着用するよう努力義務があります。

大切な命を守るため、自転車を

運転する際は、事故による被害軽減させる

ためにヘルメットを着用しましょう。

【 投稿要領 】

①記事は 2 0 0文字以内でお願いします 。

②投稿者は 、住所氏名を必ず記入して下さい 。 （掲載は匿名も可能 ）

③投稿欄の顔写真 、氏名については任意とします 。

④内容によって掲載できない 、校正編集する場合があります 。


